
ひとり親家庭支援事業
　申請には、必ず事前相談が必要です。まずはお問い合わ
せください。（過去にこの制度を利用した人は対象外です。）
※審査の結果、支給できない場合もあります。
問合せ＝こども福祉課 子育ち支援係（内線526）

自立支援教育訓練給付金事業 高等職業訓練促進給付金等事業
　就職するために有利な教育訓練を受講する場合、受
講料の一部が給付されます。

対 象講座＝雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定
教育訓練講座、雇用保険制度の特定一般教育訓練給
付金の指定教育訓練講座、専門実践教育訓練給付金
の指定教育訓練講座（専門資格の取得を目的とする
講座に限る）

支 給額＝受講者が支払った対象講座の入学料、受講料
の6割相当額（上限20万円、下限１万2千円）
　 　専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受
講する人については、入学料、受講料の6割相当額
（修学年数×20万円）上限80万円、下限１万2千円
　 　雇用保険法に規定する教育訓練給付金の受給資格
のある人は、その受給額を差し引いた額が支給額と
なります

　対象となる資格の取得を目指して修業する場合、受
講期間の一定期間について生活費として「訓練促進給
付金」が給付されます。また、入学前にご相談があれ
ば養成機関の修了後に入学時の費用の一部を負担する
「修了支援給付金」が支給されます。

対 象資格＝看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作
業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福
祉士・製菓衛生師・調理師・管理栄養士・栄養士

支給額・支給期間＝
【訓練促進給付金】
　市民税非課税世帯：月額10万円
　市民税課税世帯：月額7万500円
※ 養成機関における課程の修了までの期間の最後の
12ヵ月間は、月額14万円、月額11万500円
　 支給期間は修業期間の全期間（上限48か月：資格
取得に4年以上の課程履修が必要となる場合のみ）

【修了支援給付金】
　入学前に相談を受けている人
　養成機関修了後  市民税非課税世帯：5万円 

市民税課税世帯：2万5千円

対 象＝本市に住民票がある、20歳未満の児童を養育する母子家庭の母または父子家庭の父のうち、次の全ての
条件を満たす人で、児童扶養手当の受給者か、これと同等の所得水準であること

・ 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要
であること

・ 養成期間のカリキュラムが１年以上あり、資格取得
が見込まれること
・ 仕事または育児と養成機関への通学との両立が困難
であること

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 高等職業訓練促進資金貸付事業
　高卒認定試験合格のための講座（通信教育を含む）
を受け、これを修了した際に受講費用の40％が支給
されます。また、高卒認定試験に合格した場合にも、
受講費用の20％が支給されます。（最大、受講費用の
6割、上限15万円）

対 象＝本市に住民票がある、20歳未満の児童を養育
する母子家庭の母、父子家庭の父またはその子ども
のうち、次の全ての条件を満たす人
① ひとり親家庭の親が児童扶養手当の受給者か、これ
と同等の所得水準であること
② 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必
要であると認められる者であること

対象講座＝高卒認定試験の合格を目指す講座

　高等職業訓練促進給付金を活用し資格の取得を目指
すひとり親家庭の親に対し、入学準備金及び就職準備
金を貸し付けます。

対象＝高等職業訓練促進給付金の対象となる人

貸 付額＝
　 入学準備金：養成機関へ入学する時50万円以内 
就職準備金： 養成機関を修了し、資格を取得した時

20万円以内
※ 貸付であるため返済が必要ですが、取得した資格を
活用して就職し、奈良県内等で5年間従事した時は
返還を免除します。
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